
  

 

議 会 運 営 委 員 会 会 議 録 

    

１ 日 時        令和６年９月２４日（火） 

   午後３時２０分～午後３時２７分 

       

２ 場 所       議会運営委員会室 

    

３ 出 席 委 員       ６名    

   委 員 長 熊 谷 克 彦 副委員長 板 橋 美 保 

   委 員 二階堂  充 委 員 笹 森  波 

   委 員 千 葉 栄 幸 委 員 菊 地  忍 

       

４ 委員外議員  ３名    

   議 長 長 南 良 彦 副 議 長 大 泉 徳 子 

    議 員 今 野 慎 介   

       

５ 欠 席 委 員       な  し    

       

       

６ 事務局職員  事 務 局 長 綱 川 宏 一  

   次長兼議会総務係長 川上真理子  

   主幹兼議事調査係長 若 林  潤  

      

７ 協 議 事 項    

 付 議 事 件    

 （１） 議会の運営に関する事項について 

 ①  常任委員会の閉会中における継続調査申し出について 

 （２） 議長の諮問に関する事項について 

 ① 議員の派遣について 
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     午後３時２０分 開会 

○委員長（熊谷克彦） 出席委員は定足数に達しておりますので、委員会条例

第14条の規定により委員会は成立いたしました。 

 ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の委員会は、お手元に配付の委員会次第書のとおりであります。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 本日の協議に必要な資料の一切をお手元に配付しておきましたから、御了承

願います。 

 これをもって諸般の報告を終わります。それでは、議事に入ります。 

 はじめに、常任委員会の閉会中における継続調査申し出についてを議題と

いたします。書記より、説明をいたさせます。 

○書記（若林 潤） 常任委員会の閉会中における継続調査申し出につい

て、説明いたします。 

資料１－１から１－３までを御覧願います。 

 閉会中の継続調査の申し出がありましたのは、総務消防、建設経済、民生

教育常任委員会です。 

 継続調査とする事件及び継続調査とする理由につきましては、資料１－１

から１－３までのとおりです。 

 なお、今回の調査事項につきましては、それぞれの常任委員会で決定した

年間活動計画に基づく調査活動を行う内容となっているものです。 

 次に、次第書③取扱い案について説明いたします。併せて資料２、議事日

程第８号も御覧ください。 

上程日・採決方法（案）ですが、次第の③に記載のとおり、９月30日月曜

日、議案第90号 令和５年度名取市下水道事業等会計決算の認定についての

採決の後、上程し、簡易採決とする案です。説明は以上です。 

○委員長（熊谷克彦） ただいま、書記をして説明いたさせましたが、御意

見等があればお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊谷克彦） お諮りいたします。 
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常任委員会の閉会中における継続調査申し出についてにつきましては、原

案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊谷克彦） 御異議なしと認めます。よって、常任委員会の閉会

中における継続調査申し出についてにつきましては、そのように決定いたし

ました。  

 次に、議員の派遣についてを議題といたします。 

初めに、書記より説明いたさせます。 

○書記（若林 潤） 議員の派遣について説明いたします。 

 次第書の中段と、資料３を御覧願います。 

地方自治法第100条第13項及び名取市議会会議規則第156条の規定により、

議員を派遣するもので、今回は７か件に対し派遣するものです。 

初めに、１ 名取市議会議員研修会です。 

場所は宮城県名取市、期間は令和６年10月８日火曜日。派遣議員は、全議

員です。 

次に、２ 宮城県市議会議長会秋季定期総会です。 

場所は、宮城県大崎市、期間は令和６年10月11日金曜日。派遣議員は、長

南良彦議長と大泉徳子副議長です。 

次に、３ 全国民間空港所在都市議会協議会第106回臨時総会及び役員会で

す。 

場所は、新潟県新潟市、期間は令和６年10月16日水曜日及び17日木曜日の

２日間です。派遣議員は、長南良彦議長です。 

次に、４ 議会広報特別委員会管外視察研修です。 

場所は、北海道芽室町、北海道留萌市、北海道滝川市、期間は令和６年10

月22日火曜日から24日木曜日までの３日間です。派遣議員は、議会広報特別

委員会委員の８名です。 

次に、５ 議会運営委員会管外視察研修です。 

場所は、北海道旭川市、北海道登別市、北海道千歳市、期間は令和６年10

月29日火曜日から31日木曜日までの３日間です。派遣議員は、議会運営委員

会委員の６名と長南良彦議長の計７名です。 
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次に、６ 令和６年度名取市議会議会懇談会です。 

場所は、宮城県名取市、期間は令和６年11月６日水曜日、13日水曜日及び

15日金曜日です。派遣議員は、全議員です。 

次に、７ 宮城県市議会議長会議員研修会です。 

場所は、宮城県多賀城市、期間は令和６年11月８日金曜日です。派遣議員

は、全議員です。 

次第書にお戻りください。②の取扱い（案）の上程日及び採決方法（案）

については、９月30日月曜日、常任委員会の閉会中における継続調査申し出

についての採決の後に上程し、簡易採決とするものです。  

なお、議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取扱いを議長に一

任するものです。議員の派遣については以上です。 

○委員長（熊谷克彦） ただいま、議員の派遣について説明いたさせました

が、御意見等があれば、お願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊谷克彦） お諮りいたします。議員の派遣につきましては、原

案のとおりとすることに、御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊谷克彦） 御異議なしと認めます。よって、議員の派遣につき

ましては、原案のとおり決定いたしました。 

次に、連絡事項について、書記より説明いたさせます。 

○書記（若林 潤） それでは、次第書下段を御覧願います。 

定例会最終日９月30日の本会議開会前に、去る９月５日の本会議におい

て、議会の同意を得た名取市教育委員会委員及び人権擁護委員候補者につい

て、執行部より紹介したいとの申入れがありました。 

これをお受けする形で、本会議開会前に副市長から紹介していただきます

ので、９月30日につきましては、開会５分前、午後０時55分に議場に御参集

いただきたいと考えております。連絡事項については、以上です。 

○委員長（熊谷克彦） ９月30日月曜日の定例会最終日につきましては、た

だいまの説明のとおり、定刻５分前までに御参集くださるようお願いいたし

ます。 
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以上で本日の議題は全て終了いたしました。 

 これをもって議会運営委員会を終了いたします。 

 大変お疲れさまでした。 

     午後３時２７分 散会 

 

令和６年９月２４日 

 議会運営委員会 

  委員長 熊谷 克彦 


